
強
力
な
地
盤
と
な
っ

て

い

た
地
域
で
、

神
奈
川
県
会
が
そ
の

中
枢
と

も
な
っ

て

い

る
た
め
、

こ

の

分
離
を
そ
の

狙
い

と
し
て

い

た
と

い

う
政
治
的
背
景
も
あ
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

神
奈
川
県
に

と
っ

て

は
、

八
王
子
を
中
心
と
し
て

発
展
し
た

商
業
経
済
圏
と
、

自
由
民

権
運
動
の

拠
点
を
失
う
こ

と
と
な
り
、

経
済
的
社
会
的
損
失
は
大
き
か
っ

た
。

創
草
期
の

神
奈
川
県
の

県
令
（
知
事
）
は
、

東
京
・

京
都
・

大
阪
の

三
府
に

次
ぐ
筆
頭
県
と
い

う
こ

と

も
あ
っ

て
、

大
物
県
令
が

就
任
し
た
。

廃
藩
以
後
の

県
令
に

は
陸
奥
宗
光
（
明
治
四
年
十
一

月
〜
五
年
六
月

）、
次
代
に

は
大
江
卓（
五
年
七
月
〜
七
年
一

月

）、
つ

づ

い

て

中
島
信
行
（
七
年
一

月
〜
九
年
三
月

）
が
就
任
し
て

い

る
。

こ

れ
ら
三
人
の

県
令
は
、

開
明
的
な
行
政
官
と
し
て
、

在
任
中
特
色

あ
る

業
績
を
残
し
て

い

る
。

す
な
わ
ち
、

陸
奥
は
地
租
改
正
の

原
案
と
な
っ

た
「
田
租
改
正
建
議
」
の

建
議
者
と
し
て

知
ら
れ
、

大

江
は

有
名
な
マ

リ
ア
・

ル

ス

号
事
件
の

名
判
事
と

し
て
一

躍
名
声
を
馳
せ
、

ま
た
中
島
は
全
国
に

先
が
け
て

地
方
民
会
の

制
度
を
と

り
入
れ
た

啓
蒙
主
義
者
と
し
て

き
こ

え
て

い

る
。

と
く
に

大
江
・

中
島
の

業
績
は
、

明
治
十
年
代
の

自
由
民
権
運
動
に

継
承
さ
れ
て

い

く
。

他
県
に
先
立
つ

区
会
と

県
会

文
政
十
年
（
一

八
二

七

）、

治
安
の

維
持
を
目
的
に
、

関
東
取
締
出
役
設
置
の
一

環
と
し
て
、

組
合
村
が

設
定
さ

れ
た
。

こ

れ
は
、

代
官
支
配
（
幕
領

）・
旗
本
領
・

藩
領
・

寺
社
領
の

区
別
な
く
数
か

村
を
組
み

合
わ
せ

た
小
組

合
を

作
り
、

そ
の

小
組
合
を
数
組
連
合
し
た
大
組
合
を
つ

く
っ

た
も
の

で
、

小
組
合
に

は
、

各
村
の

名
主
か
ら
選
出
さ
れ
る
小
惣
代

が
あ
り
、

大
組
合
に

は
小
惣
代
か

ら
選
ば
れ
た
大
惣
代
が

組
合
の

運
営
に

当
た
り
、

こ

の

大
組
合
の

事
務
局
の

あ
る

村
を
寄
場
村
と

よ
ん
だ
の

で
、

こ

の

組
合
村
を
寄
場
組
合
村
と

称
し
た
。

こ

の

組
合
村
は
、

関
東
取
締
出
役
に

協
力
す
る
こ

と
を
目
的
と

し
、

と
く
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に

各
種
の

触
書
の

伝
達
に

そ
の

機
能
を
発
揮
し
、

維
新
政
府
成
立
の

こ

ろ
に

は
、

一

種
の

行
政
区
の

機
能
を
も
つ

よ

う
に

な
っ

た
。

幕
府
崩
壊
に

よ
り
関
東
取
締
出
役
は

廃
止
さ
れ
た
が
、

組
合
村
は
そ
の

ま
ま
残
さ
れ
、

組
合
の

各
村
も
、

村
の

意
志
決
定
を
行
う
村

寄
合
、

名
主
・

組
頭
・

百
姓
代
の

村
方
三
役
も
変
更
さ
れ
な
か
っ

た
。

明
治
四
年
四
月
、

政
府
は
戸
籍
法
を
公
布
、

そ
れ
に

も
と
づ
い

て

戸
籍
区
を
設
け
、

区
ご
と
に

戸
籍
事
務
を
扱
う
戸
長
・

副
戸
長

を
置
く
こ

と
を
定
め
た
。

こ

の

戸
籍
区
は
旧
来
の

寄
場
組
合
を
土
台
に

し
た
も
の

で
、

そ
の

機
能
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
ぎ
、

戸
籍
事

務
の

ほ
か
に

諸
布
達
の

回
覧
な
ど
一

般
の

行
政
事
務
を
扱
っ

た
。

県
下
で

は
こ

の

戸
籍
区
が
、

武
州
四
郡
で

六
十
区
、

相
州
三
郡
で

二

十
四
区
設
置
さ
れ
た
。

次
い

で

翌
五
年
四
月
、

政
府
は

旧
来
の

庄
屋
・

名
主
・

年
寄
の

制
を
廃
止
し
て
、

村
に

新
し
く
戸
長
・

副
戸
長
を
置
く
こ

と
を
布

告
し
た
。

し
か
し
こ

の

措
置
は
、

現
行
の

戸
籍
区
の

戸
長
・

副
戸
長
と

同
一

の

名
称
の

た
め
、

行
政
に

混
乱
を
招
い

た
。

そ
こ

で
、

神
奈
川
県
は

同
年
十
一

月
、

大
江
県
令
の

も
と
で
、

こ

れ
ま
で

の

寄
場
組
合
の

制
度
を
す
べ

て

廃
止
し
、

戸
籍
区
に

相

当
す
る
区
に

区
長
・

副
区
長
を
置
く
こ

と
を
定
め
、

正
副
区
長
に

は
戸
籍
区
の

戸
長
・

副
戸
長
を
当
て

て
、

土
地
人
民
に

関
す
る
一

切
の

事
務
を
担
当
さ
せ

た
。

さ
ら
に

大
江
は
六
年
五
月
、

区
の

区
画
が

実
情
に

合
わ
な
い

こ

と
か
ら
区
画
の

改
正
を
行
い
、

管
内
を

二

十
区
に

分
け
、

区
内
の

村
々

を
高
二

千
石
を
目
安
に

組
合
せ
て

番
組
と
い

う
制
度
を
設
け
た
。

こ

の

区
番
制
に

も
と
づ
い

て
、

県

内
は

新
し
く
二

十
区
百
八
番
九
百
四

村
に

編
成
が

え
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

区
に

区
長
・

副
区
長
を
置
く
ほ
か
、

番
組
に

戸
長
・

副
戸

長
、

町
村
に

村
用
掛
を
お
い

て

行
政
事
務
に

当
た
ら
せ

た
。
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村
用
掛
は
任
命
制
で

あ
っ

た
が
、

戸
長
・

副
戸
長
は
小
前
百
戸
に
つ

き
五
人
の

代
議
人
を
選
挙
し
、

そ
の

代
議
人
の

中
か
ら
選
出

す
る
こ

と
に

し
、

ま
た
正
副
区
長
は
、

そ
の

区
内
の

正
副
戸
長
の

入
札
で

選
出
し
、

そ
れ
を
県
令
が

認
可
す
る
と
い

う
や
り
方
を
と

っ

た
。

こ

の

神
奈
川
県
独
自
の

区
番
組
制
は
約
一

年
間
つ

づ
い

た
が
、

七
年
六
月
に

な
る
と

大
区
小
区
制
が

発
足
し
、

県
内
で

は
三
度
び

地
方
制
度
の

改
変
が

行
わ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

の

新
制
度
は
、

こ

れ
ま
で

の

区
を
大
区
、

番
組
を
小
区
と

改
称
し
て
、

県
内
を

あ
ら
た
め
て

二

十
大
区
百
八
十
二

小
区
に

再
編
し
よ
う
と

す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

大
区
小
区
制
で

注
目
さ
れ
る
の

は
、

大
区
に

区
会
を
設
け
、

小
区
ご
と
に

小
前
一

同
の

投
票
に

よ
る
代
議
員
を
選
出
し
た
こ

と
と
、

区
番
制
時
代
に

は

戸
長
の

任
命
制
で

あ
っ

た
村
用
掛
を
も
、

代
議
員
の

投
票
に

よ
る
公
選
制
に

し
た
こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

の

時
期
は
ち
ょ

う
ど
、

維
新
政
府
に

よ
る
三
大
改
革
（
学
制
・

徴
兵
令
・

地
租
改
正

）
が

緒
に

つ

き
、

県
内
で

も
徴
兵
制
に

対
す

る
反
発
や
地
租
改
正
反
対
の

農
民
運
動
が

起
き
る
な
ど
、

官
民
疎
隔
の

対
立
と

矛
盾
が

最
も
恐
れ
ら
れ
た

時
期
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な
状
況
の

中
で
、

政
府
と

地
方
当
局
が
三
大
改
革
を
円
滑
に

す
す
め
る
た
め
に

も
、

「
上
下
協
和
」
や
「
輿
論
公
議
」
を
重
視
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。

一

方
、

こ

の

時
期
は
、

県
政
の

最
高
ポ
ス

ト
に

も
、

明
治
八
年
の

第
一

回
地
方
官
会
議
で
、

公
選
議
員
に

よ

る
民
会
の

開
設
を
強
力
に

主
張
し
た

中
島
県
令
が
就
任
し
、

開
明
的
な
施
策
を
打
ち
出
し
た
時
期
で

も
あ
っ

た
。

し
か

し
、

こ

の

新

し
い

地
方
民
会
の

制
度
も
、

明
治
九
年
十
月
の

大
政
官
布
告
第
百
三
十
号
の

発
布
と

共
に
、

野
村
靖
県
令
の

手
で

大
き
な
変
更
が

加

え
ら
れ
た
。

野
村
は
従
来
の

代
議
人
・

小
前
総
代
・

五
人
組
を
廃
止
し
て
、

あ
ら
た
め
て

町
村
総
代
兼
小
区
会
議
員
の

選
出
を
命
じ

©神奈川県立公文書館



た
が
、

こ

れ
ま
で

財
産
上
の

資
格
制
限
の

な
か
っ

た

代
議
人
を
、

土
地
所
有
者
で

国
税
県
税
の

納
税
者
に

限
定
し
た
り
、

総
代
人
の

数
を
大
幅
に

減
員
す
る
な
ど
、

代
議
人
制
度
の

後
退
が
目
立
っ

た
。

た
だ
し
、

十
一

年
二

月
に

行
わ
れ
た

県
会
の

改
革
に

つ

い

て

は
、

こ

れ
ま
で

の

区
長
会
を
廃
し
て
、

各
大
区
会
の

議
員
の

中
か

ら
二

名
ず
つ

互
選
し
て

県
会
を
構
成
す
る
な
ど
、

一

定
の

前
進
が

見
ら
れ
た
。

明
治
十
一

年
（
一

八
七
八

）、
「
地
方
三
新
法
」
と

よ
ば
れ
る
「
府
県
会
規
制
」
・

「
地
方
税
規
制
」
・

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
が

公
布
さ
れ
た
。

こ

の

法
は
、

大
区
小
区
制
を
や
め
、

旧
来
の

歴
史
的
町
村
を
行
政
単
位
と
し
て

復
活
し
、

人
民
輻
輳
の

地
を
区
と

し

て

独
立
さ
せ
、

他
の

町
村
は

郡
の

下
に

統
轄
し
、

各
府
県
に

府
県
会
を
設
け
る
も
の

で

あ
る
。

神
奈
川
県
の

地
方
民
会
を
全
国
に

ひ

ろ
げ
た
も
の

で

あ
る
。

し
か
し
そ
の

議
員
の

資
格
制
限
は
き
び
し
く
、

被
選
挙
権
者
は
、

年
齢
二

十
五
歳
以
上
の

男
子
、

県
内
に

本

籍
を
も
ち
、

三
年
以
上
県
内
に

居
住
し
、

地
租
十
円
以
上
の

納
税
者
と
し
、

選
挙
権
者
は
、

満
二

十
歳
以
上
の

男
子
、

県
内
に

本
籍

を
も
ち
、

地
租
五
円
以
上
を
納
め
る

者
と

定
め

た
。

こ

の

資
格
に

合
う
者
は
、

明
治
十
七
年
（
一

八
八
四

）
の

県
統
計
で

は
、

選
挙
権

者
三
万
一

千
余
、

被
選
挙
権
者
一

万
六
千
余
で
、

県
下
全
人
口

に

対
し
て
、

前
者
は
三
・

八
㌫
、

後
者
は
二
・

〇
㌫
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

し
か
し
、

と

も
か
く
明
治
十
二

年
二

月
選
挙
が

実
施
さ
れ
、

現
代
の

県
議
会
は
同
年
三
月
、

四
十
七
名
の

議
員
を
も
っ

て

発
足

し
た
の

で

あ
る
。
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㈢
　
文
明
開
化
の

窓

ミ

ナ

ト

横
浜

横
浜
に
外
国

人
が
増
え
る

開
港
後
、

横
浜
に

来
住
す
る

外
国
人
が

年
々

増
加
し
、

特
に

維
新
後
に

な
る
と
、

そ
の

数
は
急
速
に

ふ
く
れ
上
が

っ

て

い

っ

た
。

明
治
十
年
代
に

は
、

横
浜
在
留
外
国
人
は
三
千
人
を
超
え
、

明
治
二

十
年
代
に

は
四
千
人
か
ら
五

千
人
に

迫
る

勢
い

を
示
し
た
。

こ

の

数
は
、

他
の

開
港
場
在
留
外
国
人
の

総
数
の

半
数
を
超
え
る
も
の

で
、

外
国
人
の

横
浜
集
中
度

が
う
か
が
え
る
。

こ

の

外
国
人
を
国
別
に

み
る
と
、

そ
の

半
数
以
上
を
中
国
人
が
占
め
、

そ
の

他
で

は
、

イ
ギ
リ
ス

人
を
筆
頭
と

し

て
、

ア

メ

リ

カ
・

ド
イ
ツ
・

フ

ラ
ン

ス

と
つ

づ

く
。

例
え
ば
、

明
治
十
八
年
（
一

八
八
五

）
で

は
、

在
留
者
約
三
千
八
百
人
の

う
ち
、

中
国
人
約

二

千
五
百
人
、

イ
ギ
リ
ス

人
約
六
百
人
、

ア
メ

リ
カ

人
約
二

百
三
十
人
、

ド
イ
ツ

人
約
百
六
十
人
、

フ

ラ
ン

ス

人
約
百
十
人
、

ス

イ

ス

人
約
三
十
人
で

あ
る
。

明
治
二

十
六
年
（
一

八
九
三

）
の

統
計
で

は
、

総
計
約
五
千
人
の

う
ち
、

中
国
人
約
三
千
三

百
人
、

イ

ギ

リ
ス

人
約
八
百
人
、

ア
メ

リ
カ

人
約
二

百
五
十
人
、

ド
イ
ツ

人
約
百
五
人
、

フ

ラ
ン

ス

人
約
百
三
十
人
で

あ
る
。

こ

れ
ら
数
千
人
の

外
国
人
が
、

横
浜
関
内
の

居
留
地
の

東
半
分
と

山
手
の

地
に

集
中
し
て

居
住
し
、

西
半
分
は
、

日
本
人
街
を
形

成
し
て

い

た
。

し
か
し

関
内
の

市
街
地
は
、

最
初
か

ら
完
成
し
て

い

た
の

で

は
な
く
、

当
初
は
、

運
上
所
・

各
国
領
事
館
用
地
・

港

崎
町
が

海
岸
沿
い

に

あ
っ

て
、

そ
の

背
後
は
、

埋
立
て

を
必
要
と

す
る

沼
地
で

あ
っ

た
。

元
治
元
年
（
一

八
六
四

）、
「
横
浜
居
留
地

©神奈川県立公文書館



覚
書
」・
「
横
浜
居
留
地
改
造
及
競
馬
場
墓
地
等
約
書
」
の

二

つ

の

協
約
に

よ
っ

て
、

大
岡
川
の

南
の

沼
地
（
吉
田
新
田

）
を
埋
立
て
、

各
国
の

練
兵
場
と

競
馬
場
用
地
を
造
成
す
る
こ

と
、

大
岡
川
の

北
側
（
太
田
屋
新
田

）
を
埋
立
て
、

新
た
に

外
国
人
居
留
地
を

造
成

す
る
こ

と
、

外
国
人
の

天
然
痘
患
者
の

収
容
施
設
の

増
設
、

墓
地
の

拡
張
、

ク
ラ
ブ
ハ

ウ
ス

用
地
、

根
岸
村
に

至
る

五
マ

イ
ル

の

遊

歩
道
路
の

建
設
等
が

約
さ
れ
た
。

こ

の

覚
書
は
、

慶
応
二

年
（
一

八
六
六

）に
改
訂
さ
れ
て
、

今
日
の

横
浜
市
街
の

原
型
と
な
り
、

日

本
人
と
は
異
質
な
外
国
人
の

日
常
生
活
の

風
俗
習
慣
が

展
開
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

錦
絵
の

新
し
い

ジ
ャ

ン

ル

－
横
浜
錦
絵
－
の

題
材
を
供
す
る
こ

と
に

な
る
。

文
明
開
化
横

浜
に

上

陸

安
政
元
年
（
一

八
五
四

）
和
親
通
商
条
約
締
結
の

見
通
し
を
つ

け
た
ペ

リ
ー
は
、

ア
メ

リ
カ

か
ら

将
軍
へ

の

贈
物

を
、

横
浜
に

陸
揚
げ
し
た
。

そ
れ
は
電
信
機
具
・

蒸
気
機
関
車
の

模
型
・

時
計
・

望
遠
鏡
・

ラ

イ
フ

ル

銃
な
ど
五

十
点
ほ
ど
の

文
明
の

器
具
で

あ
る
。

応
接
所
の

広
場
に

鉄
道
線
路
が

敷
設
さ
れ
、

そ
の

上
を
模
型
の

機
関
車
と

客
車
が

走
っ

た
。

二

月
二

十
三
日
の

こ

と
で

あ
る
。

翌
日
に

は
、

応
接
所
か
ら

洲
干
弁
天
前
ま
で

九
百
八
十
二

㍍
に

電
線
を
は
っ

て
、

送
信
受
信
を
行
っ

た
。

こ

れ
を
見
て
、

日
本
人
は

大
い

に

驚
き
、

幕
府
も
こ

う
し
た
利
器
の

導
入
の

必
要
を
み
と
め

た
。

し
か
し

献
上
さ

れ

た

幕
府

は
、

蔵
に

収
め
て

実
用
化
し
な
い

う
ち
に

幕
府
そ
の

も
の

が

崩
壊
し
て

し
ま
っ

た
。

横
浜
に

最
初
に

上
陸
し
た
文
明
の

種
子
は

活
用

さ
れ
な
か
っ

た
。

明
治
政
府
は
、

早
速
文
明
利
器
の

実
用
化
に

着
手
す
る
。

明
治
二

年
（
一

八
六
九

）
八
月
、

お

雇
い

外
国
人
第
一

号
の

イ

ギ

リ
ス

人
ギ
ル

ベ

ル

ト
に

よ
っ

て
、

電
信
線
が

横
浜
弁
天
燈
明
台
役
所
か

ら
本
町
通
の

横
浜
裁
判
所（
後
の

県
庁

）間
七
百
六
十
㍍
に

架
設
さ
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れ
、

官
用
通
信
の

取
扱
い

が
は
じ
め

ら
れ
た
。

九
月
十
九
日
に

は
、

横
浜
裁
判
所
の

中
に

伝
信
機
役
所
が
お

か
れ
、

こ

こ

か
ら
東

京
築
地
居
留
地
ま
で

約
三
十
二

㌔
㍍
の

架
線
を
は
じ
め
て
、

十
二

月
に

は
通
信
を
開
始
し
た
。

明
治
二

年
十
一

月
十
日
、

政
府
は
、

鉄
道
建
設
を
決
定
、

お

雇

い

外
国
人
イ
ギ
リ
ス

人
エ

ド
モ

ン

ド
・

モ

レ

ル

ら

多
く
の

イ
ギ
リ

ス

人
技
師
を
招
い

て

明
治
三
年
三
月
に

着
工
、

東
京
の

汐
留
と

横

浜
の

野
毛
浦
の

埋
立
地
（
現
在
桜
木
町

）
間
を
着
工
、

ま
ず
品
川
－

横
浜
間
二

三
・

八
㌔
㍍
が

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
五
月
七

日

に

完
成
し
て

仮
営
業
開
始
、

同
年
八
月
に

は
新
橋
（
汐
留

）
ま

で

全

線
開
通
、

九
月
十
二

日
、

午
前
に

横
浜
駅
で
、

午
後
、

新
橋
駅
で

開
通
式
が

行
わ
れ
た
。

開
通
式
が
ま
ず
横
浜
で

行
わ
れ
た
の

は
、

こ

こ

を
起
点
と

す
る

意
味
で

あ
ろ
う
。

横
浜
・

品
川
・

新
橋
の

三

駅
に

荷
物
取
扱
所
を
開
設
し
て
、

今
日
の

鉄
道
運
輸
体
制
が
発
足

し
、

近
代
国
家
形
成
の

大
動
脈
と

な
っ

た
。

開業当時の汽車　県立文化資料館蔵
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近
代
国
家
の

大
動
脈
の

役
割
を
荷
っ

た
電
信
も
鉄
道
も
、

そ
の

発
祥
の

地
は
、

横
浜
居
留
地
で

あ
る
。

多
数
の

外
国
人
の

生
活
・

諸
施
設
は
、

そ
の

ま
ま
文
明
開
化
の

源
泉
地
で

も
あ
っ

た
。

文
久
三
年
（
一

八
六
三

）
に

刊
行
さ
れ
た
「
横
浜
奇
談
」
に

は
、

日

本

人
に

物
珍
し
い

居
留
地
風
俗
と

し
て
、

石
造
り
の

屋
敷
、

ギ
ヤ

マ

ン

張
り
の

窓
、

美
麗
な
敷
き
物
（
絨
毯
）、
パ

ン
、

牛
肉
・

豚
肉
食
、

乗
馬
、

遊
歩
な
ど
を
あ
げ
て

い

る
。

こ

れ
ら
は
、

間
も
な
く
日
本
人
の

間
に

も
ひ

ろ
ま
っ

て
、

日
本
人
の

生
活
の

な
か
に

と

り
入
れ

ら
れ
て

い

っ

た
。

ま
た

関
内
の

交
通
機
関
と
し
て

馬
車
が

用
い

ら
れ
た
が
、

慶
応
三
年
（
一

八
六
七

）
三
月
に

は
、

横
浜
領
事
館
と

江
戸
の

公
使
館
と

を
結
ぶ

横
浜
馬
車
鉄
道
が

完
成
し
、

つ

づ
い

て

居
留
地
三
十
七
番
館
の

外
国
人
が
経
営
す
る
横
浜
と

江
戸
間
の

乗
合
馬
車
が

走
り
、

明
治
二

年
に

は
、

日
本
人
に

よ
る

経
営
で

は
、

横
浜
住
人
八
名
の

出
願
に

よ
っ

て
、

横
浜
吉
田
橋
か
ら
、

戸
部
－
平
沼
－
神
奈
川
台

を
経
て
、

江
戸
日
本
橋
に

至
る

乗
合
馬
車
が

開
業
し
た
。

こ

れ
ら
横
浜
－
東
京
間
の

馬
車
路
線
は
、

鉄
道
開
通
と
と
も
に

姿
を
消
す

が
、

明
治
七
年
（
一

八
七
四

）
に

は
、

神
奈
川
－
小
田
原
間
の

郵
便
馬
車
が

開
通
し
、

鉄
道
と

並
ん
で

馬
車
路
線
は
全
国
津
々

浦
々

に

ひ

ろ
ま
っ

た
。

居
留
地
か

ら
の

文
明

今
日
で

は

日
常
不
可
欠
の

日
刊
新
聞
も
、

横
浜
居
留
地
の

外
国
人
新
聞
に

始
ま
る
。

だ
が
、

本
格
的
な
日
本
人
向
け

の

新
聞
は
、

ジ
ョ

セ

フ

彦
が

居
留
地
一

四
一

番
地
の

居
宅
か
ら
元
治
元
年
（
一

八
六
四

）
六
月
に

発
行
し
た
「
海
外
新

聞
」
で

あ
る
。

印
刷
部
数
は
百
部
で
、

そ
の

名
の

よ
う
に

海
外
ニ

ュ

ー
ス

な
ど
を
載
せ

た
日
本
人
向
け
の

も
の

で
、

慶
応
二

年
二

十

六
号
で

休
刊
し
た

短
命
な
も
の

で

あ
っ

た
。

わ
が

国
の

最
初
の

日
刊
新
聞
と

し
て

発
刊
さ
れ
た
の

が
、

明
治
三
年
十
二

月
八
日
付
の
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「
横
浜
毎
日
新
聞
」
で

あ
る
。

発
行
所
は

元
弁
天
町
の

英
仏
語
学
所
に

開
設
さ
れ
た

横
浜
活
版
社
で
、

編
集
者
は
、

子
安
峻
で

あ
っ

た
。

や
が
て

横
浜
の

豪
商
の

協
力
に

よ
っ

て
、

横
浜
活
版
社
の

業
務
が

拡
大
さ
れ
、

島
田
三
郎
が

編
集
者
と

な
り
、

明
治
十
二

年

（
一

八
七
九
）
十
一

月
に

は
、

二

千
六
百
九
十
号
を
数
え
た
が
、

こ

の

時
本
社
を
東
京
に

移
し
、

本
町
の

社
屋
を
横
浜
局
と
改
称
し
、

紙
名
も
「
東
京
横
浜
毎
日

」
と

改
め
、

明
治
十
九
年
（
一

八
八
六

）
に

は
、

「
毎
日
新
聞
」
と
改
め
、

本
社
を

東
京
尾
張
町
に

定
め

た
。

「
横
浜
毎
日
新
聞
」
が

東
京
に

移
っ

た

後
の

地
元
横
浜
で

は
、

明
治
二

十
三
年
（
一

八
九
〇

）
二

月
一

日
「
横
浜
貿
易
新
聞
」
が

発
刊
さ
れ
る
ま
で
、

新
聞
の

空
白
が
つ

づ
い

た
。

キ
リ
ス

ト
教

伝
道
の

基
地

治
外
法
権
下
の

居
留
地
で

は
、

居
留
外
国
人
の

た
め
の

キ
リ
ス

ト
教
会
が
早
く
か
ら
建
設
さ
れ
、

外
国
人
宣
教
師

に

よ
る

布
教
も
行
わ
れ
、

日
本
人
で

信
者
と
な
る
も
の

も
い

た
。

禁
教
下
の

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
二

月
に

日

本
で

は
じ
め
て

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

教
会
が

創
立
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
横
浜
居
留
地
に

で

き
た
日
本
基
督
公
会
で

あ

る
。

明
治
六

年

（
一

八
七
三

）
キ
リ
シ

タ
ン

禁
止
が

解
除
さ
れ
る
と
、

こ

の

公
会
は
、

日
本
伝
道
の

有
力
な
拠
点
と
な
っ

た
。

解
禁
の

年
末
に

は
、

そ
の

信
徒
数
は
七
十
五
名
に

達
し
、

翌
年
に

は
東
京
基
督
公
会
が
、

支
会
と
し
て

創
立
さ
れ
た
。

同
八
年
に

は
、

青
森
県
の

弘
前
公

会
、

翌
年
に

は
長
野
県
上
田
基
督
公
会
が
、

日
本
基
督
公
会
の

子
教
会
と
し
て

創
立
さ
れ
た
。

明
治
十
六
年
（
一

八
八
三

）、
横
浜
伝

道
会
社
が
つ

く
ら
れ
、

横
須
賀
・

阿
久
和
（
横
浜
市
瀬
谷
区
）・
保
土
ヶ

谷
な
ど
県
下
に

伝
道
し
、

横
須
賀
教
会
・

阿
久
和
教
会
を
創

立
し
た
。

伝
道
は
、

三
多
摩
方
面
に

及
ん
だ
。

こ

う
し
た
状
況
の

中
に
、

キ
リ
ス

ト

教
各
派
も
伝
道
を
開
始
し
、

メ

ソ
ジ
ス

ト

教
会
・

長
老
教
会
・

聖
公
会
・

バ

プ
テ
ス

ト

派
・
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美
普
教
会
派
等
が

相
つ

い

で
、

居
留
地
を
根
拠
と

し
て

伝
道
を

開
始

し
た
。

ま
た
、

カ

ト
リ
ッ

ク

系
と
ギ
リ
シ

ャ

正
教
も

布
教
を

行
っ

た
。

ロ

ー
マ

カ

ト
リ
ッ

ク
の

布
教
は
三
多
摩
地
方
に

も
お
よ
び
、

八

王
子
在
の

被
差
別
部
落
の

人
々

も
信
徒
と
な
っ

た
。

こ

う
し
た
各
派

教
会
か
ら
日
本
伝
導
の

命
を
う
け
て

来
日
し
た
宣
教
師
の

外
に
、

居

留
地
在
住
外
国
人
が

私
塾
を
開
い

て
、

日
本
人
に

英
語
を
教
え
る

も

の

が
あ
り
、

そ
れ
ら
を
通
じ
て

も
、

キ
リ
ス

ト

教
は
ひ

ろ
ま
っ

た
。

居
留
地
の

外
国
人
私
塾
は
、

横
浜
の

特
色
と
さ
れ
る
。

長
老
派
教
会

に

属
す
るJ

・C

・

ヘ

ボ
ン

夫
妻
は
、

居
留
地
三
十
九
番
の

自
宅
で

英
学
を
教
え
始
め
、

十
年
後
に

は
英
語
・

地
理
・

歴
史
・

算
術
な
ど

を
教
え
、

塾
生
約
四
十
人
を
数
え
た
。

明
治
七
年
（
一

八
七
四

）
米
国

長
老
派
の

宣
教
師
ヘ

ン

リ
ー
・

ル

ー

ミ
ス

が
、

ヘ

ボ
ン

邸
内
で

第
一

回
の

洗
礼
式
を
行
っ

た
と

き
の
、

受
洗
者
十
人
中
の

八
人
は
、

塾
生

で

あ
っ

た
。

改
革
派
教
会
のJ

・H

・

バ

ラ
の

塾
生
も
約
五
十
人
に

達
し
、

S

・K
・

ブ
ラ

ウ
ン

は
、

幕
府
の

英
学
所
や
そ
の

後
身
の

修

横浜天主堂跡に建つ教会のレリーフ　横浜市中区
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文
館
で

英
語
教
師
を
し
た
が
、

自
宅
で

塾
を
開
き
、

旧
桑
名
藩
士
な
ど
二

十
人
に
、

英
学
・

歴
史
・

神
学
な
ど
を
教
え
た
。

明
治
三

年（
一

八
七
〇

）
ヘ

ボ
ン

塾
の

教
師
を
し
て

い

た
ア
メ
リ
カ

改
革
派
の

宣
教
師M

・E

・

キ
ダ
ー

は
、

山
手
居
留
地
に

新
校
舎
と

寄
宿

舎
を
新
築
し
、

女
子
教
育
専
門
の

「
フ
ェ

リ
ス

学
校
」
を
開
校
し
た
。

明
治
十
四
年
（
一

八
八
一

）第
二

代
校
長
と
な
っ

たE

・S

ブ

ー
ス

は
、

校
舎
を
増
築
し
、

予
科
二

年
、

本
科
四
年
、

高
等
科
二

年
の

課
程
を
編
成
し
、

本
格
的
学
校
と
し
た
。

校
名
は
、

フ
ェ

リ

ス

英
和
女
学
校
、

フ
ェ

リ
ス

和
英
女
学
校
と

改
め
て
、

日
本
の

女
子
教
育
に

先
駆
的
役
割
を
果
た
し
つ

つ
、

今
日
に

至
っ

て

い

る
。

こ

の

外
、

ア
メ

リ
カ
一

致
外
国
伝
道
協
会
派
遣
の

婦
人
宣
教
師J

・N

・

ク
ロ

ス

ビ

ー
ら
三
人
が
、

山
手
居
留
地
に

設
立
し
た
日

本
婦
女
英
学
校
は
、

明
治
八
年
、

共
立
女
学
校
と

改
名
し
て

活
動
を
つ

づ

け
、

メ

ソ
ジ
ス

ト
・

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
教
会
の

婦
人
宣
教

師H

・G

・

ブ
リ
テ
ン

は
、

明
治
十
三
年
ブ
リ
テ
ン

女
学
校
を
ひ
ら
き
、

英
学
科
・

小
学
科
・

和
洋
裁
縫
科
・

幼
稚
園
の

各
コ

ー
ス

を
設
け
た
。

の

ち
に

横
浜
英
和
女
学
校
と

名
を
改
め
た
。

旧
教
系
で

は
、

サ
ン

モ

ー
ル

修
道
会
が
、

明
治
三
十
三
年
（
一

九
〇
〇

）
に

横
浜
紅
蘭
女
学
校
を
設
立
し
た
。

教
会
の

開
設
し
た

男
子
学
校
も
あ
っ

た
が
、

い

ず
れ
も
短
期
間
で

閉
校
と
な
っ

た
の

に

対
し
、

女
子
学
校
は
今
日
に

ま
で

活
動
を

つ

づ

け
て

い

る
の

は
、

横
浜
の

特
色
で

あ
る
。

明
治
四
年
十
月
、

政
府
派
遣
の

最
初
の

ア
メ

リ
カ

留
学
生
津
田
梅
子
ら
五
人
が
、

横

浜
港
か
ら
出
発
し
た
同
じ
時
期
に
、

居
留
外
国
人
に

よ
る

女
子
学
校
の

創
立
が

相
つ

ぎ
、

文
明
開
化
の

新
風
を
吹
き
込
ん
だ
の

で

あ

る
。

ま
た
、

横
浜
で

は
日
本
語
版
の

聖
書
が
発
行
さ
れ
、

全
国
で

布
教
に

利
用
さ
れ
た
。
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県
下
に
ひ
ろ
が
る

開
化
の

風
物
詩

明
治
政
府
は
、

港
ヨ

コ

ハ

マ

の

発
展
に

つ

れ
て

交
通
量
が
ふ

え
て

損
傷
が
は
げ
し
く
な
っ

た
関
内
へ

連
絡
す

る

吉
田
橋
を
、

燈
明
台
役
所
の

お

雇
い

技
師
ブ
ラ
ン

ト
ン

に

設
計
を
委
任
し
て
、

イ
ギ
リ
ス

か
ら
鉄
材
を
と

り
よ
せ
、

明
治
二

年
わ
が

国
最
初
の

鉄
橋
が

完
成
し
た
。

幅
五
㍍
、

長
さ
二

十
四
㍍
の

鉄
橋
の

威
容
に
、

人
々

は
驚
き
の

目
を
見
張

り
、

「
か
ね
の

は
し

」
と
よ
ば
れ
て
、

そ
の

名
は
全
国
に

ひ

び
き
わ
た
っ

た
。

開
港
か

ら
数
年
を
経
る
と
、

横
浜
の

街
頭
に

は
洋
風
の

居
館
が

建
ち
始
め
る
。

外
国
人
の

求
め

に

し
た
が
っ

て
、

日
本
人
の

大
工

が
指
示
の

ま
ま
に

建
て

た
も
の

で

あ
っ

た
。

日
本
人
に

は

洋
風
と

感
じ
ら
れ
て

も
、

実
質
は

日
本
在
来
の

木
造
建
築
で

あ
っ

た
。

日

本
の

大
工

は
、

こ

の

様
式
の

洋
風
建
築
を
県
下
は
も
ち
ろ
ん
、

全
国
の

各
地
に

再
現
し
、

広
め
、

明
治
建
築
の

特
色
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

横
浜
は
慶
応
二

年
（
一

八
六
六

）
十
月
二

十
日
空
前
の

大
火
に

見
舞
わ
れ
、

居
留
地
の

め

ぼ
し
い

建
物
は
す
べ

て

灰
と

な
っ

た
。

こ

の

経
験
か
ら
居
留
地
は
も
ち
ろ
ん
、

こ

れ
に

近
接
す
る

日
本
人
町
の

建
物
は
瓦
ぶ

き
の

屋
根
、

煉
瓦
造
り

又

は

石

造

り
、

厚
い

石
灰
塗
り
に

す
る
と
い

う
防
火
建
築
の

規
則
が

定
め

ら
れ
た
。

こ

れ
に

従
っ

て
、

つ

ぎ
つ

ぎ
に

石
造
り
や
煉
瓦
造
り
の

建

物
が

あ
ら
わ
れ
た
。

火
災
の

翌
年
に

は
、

本
町
一

丁
目
（
現
在
県
庁
所
在
地

）
に

石
造
り
二

階
建
て

の

横
浜
運
上
所
が
、

わ
が

国
最
初

の

洋
風
石
造
建
物
と
し
て

落
成
し
、

明
治
三
年
（
一

八
七
〇

）
に

は
、

本
町
三
丁
目
に

横
浜
為
替
会
社
（
後
の

第
二

国
立
銀
行
）
と

横
浜

商
社
、

同
五
年
に

は
、

二

階
建
漆
喰
塗
（
石
灰
）
の

横
浜
電
信
局
、

荘
麗
な
石
造
り
の

横
浜
停
車
場
が
出
現
、

本
町
一

丁
目
に

石

造

り
二

階
建
て
、

正
面
中
央
に

四
階
建
て

の

時
計
台
を
配
し
た
純
洋
式
の
、

横
浜
最
大
の

洋
館
横
浜
町
会
所
が

落
成
し
た
。
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明
治
六
年
に

は
、

海
岸
二

十
番
地
に

グ
ラ
ン

ド
ホ

テ
ル

が

新
築
さ
れ
、

営
業
を
開
始
し
た
。

そ
の

名
に

ふ

さ
わ
し
い

広
大
な
洋
風

建
物
で
、

広
告
に

よ
れ
ば
諸
事
欧
州
の

例
に

な
ら
っ

て

家
具
は

美
麗
を
尽
し
、

万
器
清
潔
を
極
め
、

食
事
は
常
食
・

非
常
食
に

分

け
、

非
常
食
は
四
人
か
ら
百
人
ま
で
、

注
文
次
第
急
速
に

出
来
る
、

と
い

う
振
れ
込
み
で

あ
っ

た
。

外
国
人
客
の

訪
れ
る
こ

と
の

多

い

箱
根
温
泉
郷
に

も
、

洋
風
旅
館
が
出
現
し
た
。

湯
本
村
の

福
住
正
兄
は
、

出
入
り
の

棟
梁
を
つ

れ
て

横
浜
や
東
京
の

洋
風
建
物
を

見
分
の

の

ち
、

明
治
十
年（
一

八
七
七

）洋
風
を
と
り
入
れ
た

福
住
旅
館
を
造
っ

た
。

そ
の

翌
年
に

開
業
し
た
宮
ノ

下
の

富
士
屋
ホ

テ

ル

は
、

洋
風
の

建
築
に

洋
風
の

設
備
、

パ

ン

や
肉
類
を
横
浜
か
ら
仕
入
れ
、

洋
式
の

経
営
に

よ
っ

て

外
国
人
の

人
気
を
集
め
た
。

㈣
　
自
由
民
権
運
動
の

高
潮

国
会
開
設
運
動

と

民
権
結
社

神
奈
川
県
で

は
中
島
県
令
時
代
、

他
県
に

先
が
け
て

民
会
が

設
置
さ
れ
、

「
公
議
與
論
」
に

よ
る

開
明
的
な
施

政
が

行
わ
れ
た
が
、

自
由
民
権
運
動
の

開
幕
を
告
げ
る

国
会
開
設
請
願
運
動
へ

の

取
り
く
み
は
鈍
か
っ

た
。

こ

の

運
動
に

先
が
け
て
、

八
王
子
を
中
心
と
す
る

嚶
鳴
社
の

演
説
会
、

三
浦
郡
三
崎
町
の

町
会
議
員
の

国
会
開
設
建
議
案
の

起
草
、

小

田
原
で

の

愛
国
社
員
に

よ
る

遊
説
活
動
な
ど
が

見
ら
れ
た
。

し
か
し
、

こ

れ
ら
の

動
き
は
、

ま
だ
部
分
的
な
も
の

に

過
ぎ
ず
、

県
と

し
て

の

本
格
的
な
取
り
く
み
は
、

明
治
十
三
年
（
一

八
八
〇

）
二

月
の

第
三
回
地
方
官
会
議
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

こ

の

会
議
に

は
全
国
か
ら

多
く
の

府
県
会
議
員
が

傍
聴
の

た
め

集
ま
っ

た
が
、

こ

れ
を
機
会
に

全
国
の

県
議
の

連
合
が

生
ま
れ
、
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協
力
し
て

国
会
開
設
運
動
を
す
す
め

る
こ

と
が

申
し

合
わ
さ
れ
た
。

神
奈
川
県
か

ら
も
、

こ

の

時
数
名
の

県
議
が

加
わ
っ

て

い

た
こ

と
か
ら
、

そ
の

帰
県
と
と
も
に
、

本
格
的
な
活
動
が
は
じ
ま
っ

た
。

ま
ず
、

県
会
議
員
を
中
心
に

十
四
名
の

有
志
が
（
上
表
参
照

）
が

県
総
代
と
な
り
、

組
織
づ
く
り
が
は
じ
ま
っ

た
。

県
議
の

下
に

は

郡
村
ご
と
の

総
代
を
お

き
、

国
会
開
設
の

檄
文
と

総
代
た
ち
の

連

名
に

な
る
締
盟
書
が
配
布
さ
れ
、

郡
村
あ
げ
て

の

請
願
署
名
運
動
が

展
開
さ
れ
た
。

こ

う
し
て

わ
ず
か

三
か

月
の

う
ち
に
、

相
州
九

郡
五
百
五
十
五
町
村
か
ら
、

二

万
三
千
五
百
五
十
五
名
の

署
名
を
集
め
る
こ

と
が
で

き
た
。

ま
さ
に

空
前
の

大
運
動
で

あ
っ

た
。

六
月
五
日
、

県
総
代
は

郡
ご
と
に

ま
と
め

た
署
名
簿
を
も
っ

て

上
京

し
、

元
老
院
に

提
出
し
た
。

こ

の

動
き
を
知
っ

た
野
村
県
令
は
、

使
者

を
派
遣
し
て

願
書
の

提
出
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、

総
代
た
ち
は
断

固
こ

れ
を
け
っ

て

建
白
を
終
え
た
。

な
お
こ

の

建
白
書
の

本
文
は
、

旧

小
田
原
藩
士
族
で

福
沢
門
下
の

松
本
福
昌
が
、

総
代
の
一

人
と
し
て

福

沢
諭
吉
に

依
頼
し
て

起
草
し
た
も
の

で

あ
る
。

国
会
開
設
運
動
の

成
功
は
、

そ
の

あ
と
に

民
権
結
社
の

結
成
を
う
な

が
し
た
。

十
三
年
か
ら
十
七
年
（
一

八
八
〇
－
八
四

）
に

か

け
て

簇
生
し

た
結
社
の

数
は
、

県
内
だ
け
で

も
百
を
越
え
る
と
い

わ
れ
る
。

い

う
ま

で

も
な
く
、

こ

れ
ら
の

結
社
は
、

国
会
開
設
運
動
以
来
の

豪
農
や
豪
商

相州国会開設運動の総代人名簿
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を
主
体
と

す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

結
社
を
目
的
に

従
っ

て

分
類

す
れ
ば
、

政
治
結
社
・

学
習
結
社
・

産
業
結
社
に

分
け
ら
れ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
の

結
社
が

政
治
結
社
で

あ
る
と

同
時
に
、

学
習
結
社
で

も

あ
る
と
い

う
、

複
合
的
な
性
格
を
有
し
て

い

た
。

い

ま
そ
の

主
な
も

の

を
列
挙
す
れ
ば
後
表
（
一

七
〇
ペ

ー
ジ

）
の

と
お

り
で

あ
る
。

見
ら
れ
る
と
お

り
、

結
社
の

規
模
は

大
き
な
も

の

で

二
、

三

百

名
、

小
さ
な
も
の

で

四
、

五
十
名
の

会
員
数
で

あ
る
が
、

演
説
会
や

懇
親
会
の

よ
う
な
大
衆
動
員
の

際
に

は
、

千
名
を
越
す
聴
衆
を
集
め

た
。

ま
た
ほ
と
ん
ど
の

結
社
に

学
習
会
が

組
織
さ
れ
て

お

り
、

中
に

は
大
住
郡
の

湘
南
社
や
愛
甲
郡
自
由
党
の

講
学
会
の

よ
う
に
、

東
京

か

ら
専
門
の

講
師
を
招
い

て

長
期
の

学
習
会
を
行
う

結
社
も

あ
っ

た
。

ま
た
、

会
員
の

役
員
ク
ラ
ス

の

中
に
、

郡
長
や
戸
長
・

郡
書
記

と
い

っ

た
地
方
官
吏
が

多
い

の

も
一

つ

の

特
徴
で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
民
権
結
社
の

学
習
活
動
が

生
ん

だ
圧
巻
は
、

五
日
市

学
芸
講
談
会
の

憲
法
草
案
の

創
造
で

あ
ろ
う
。

い

わ
ゆ
る
「
五
日
市

国会開設の儀に付建言　小田原市立図書館蔵
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憲
法
」
草
案
と
い

わ
れ
る
こ

の

憲
法
案
は
、

千
葉
卓
三
郎
と
い

う
教
師
に

よ
っ

て

起
草
さ
れ
、

学
芸
講
談
会
の

無
名
の

青
年
た
ち
の

学
習
と

討
論
の

中
か

ら

生
ま
れ
た
も
の

で
、

全
文
二

百
四
条
か
ら
な
る

詳
細
な
人
権
規
定
は
、

当
代
の
一

流
の

私
擬
憲
法
草
案
と

比

肩
で

き
る
内
容
と

水
準
を
も
つ

と
い

わ
れ
て

い

る
。

こ

う
し
た
結
社
の

活
動
を
、

結
成
時
か

ら
援
助
し
指
導
し
た
の

が
、

都
市
民
権
派
と
よ
ば
れ
る

知
識
人
や
ジ
ャ

ー
ナ

リ
ス

ト
で

あ

っ

た
。

こ

と
に

そ
の

前
期
に

お
い

て
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
嚶
鳴
社
の

活
動
は

特
筆
に

値
し
よ
う
。

嚶
鳴
社
は

社
長
の

沼
間
守

一

に

率
い

ら
れ
た
東
京
の

民
権
結
社
で
、

西
の

立
志
社
と

並
び
称
さ
れ
る

東
日
本
の

代
表
的
な
結
社
で

あ
っ

た
。

東
日
本
一

帯
に

多

く
の

支
社
と

千
名
の

会
員
を
擁
し
、

神
奈
川
県
で

も
横
浜
と

八
王
子
に

支
社
を
置
い

て

い

た
。

ま
た
、

沼
間
守
一

が

発
行
し
た
「
東

京
横
浜
毎
日
新
聞
」
は
、

そ
の

前
身
に

当
た
る
「
横
浜
毎
日

」
時
代
か
ら
、

県
下
に

多
く
の

読
者
を
持
ち
よ
く
知
ら
れ
て

い

た
。

こ

の

嚶
鳴
社
を
は
じ
め
、

国
友
社
、

交
詢
社
・

共
存
同
衆
社
・

東
洋
議
政
会
、

の

ち
に

は
自
由
党
・

改
進
党
な
ど
の

民
権
派
知
識
人
た

ち
が
、

演
説
会
に

学
習
会
に

懇
親
会
に

と
、

在
地
の

民
権
結
社
の

活
動
を
支
援
し
た
。

そ
の

主
な
顔
ぶ

れ
を
紹
介
し
て

み
よ
う
。

肥
塚
龍
・

青
木
匡
・

島
田
三
郎
・

角
田
真
平
・

波
多
野
伝
三
郎
・

高
梨
哲
四

郎
・

竹
内
正
志
・

野
村
元
之
助
・

沼
間
守
一

・

丸
山

名
政
・

草
間
時
福
・

（
以
上
嚶
鳴
社

）・
堀
口

昇
・

末
広
重
恭
・

西
村
玄
道
・

高
橋
基
一

・

大
石
正
巳
・

奥
宮
健
之（
以
上
国
友
社

）・
中

島
信
行
（
自
由
党
）・
吉
田
次
郎
（
不
明
）

（
注

）
以
上
は
神
奈
川
県
内
で
、

明
治
十
四

年
一

月
か
ら
十
五
年（
一

八
八
一

－
八
二

）
六
月
に
、

三
回
以
上
演
説
会
・

懇
親
会
に

出
席
し
た
者
。

こ

う
し
て

自
由
民
権
運
動
は
、

十
四
年
に

は
最
大
の

高
揚
期
を
迎
え
る
の

で

あ
る
が
、

こ

と
に

同
年
七
月
か
ら
は
じ
ま
る
北
海
道

©神奈川県立公文書館



官
有
物
払
下
げ
事
件
は
、

藩
閥

政
府
を
窮
地
に

追
い

つ

め
、

遂

に

十
月
十
二

日
、

「
国
会
開
設

の

詔
勅
」
発
布
と
な
っ

て
、

運

動
は
最
高
潮
に

達
し
た
。

政
党
へ

の

参
加

国
会
開
設

の

詔
勅
発

布
の

あ
と
、

国
会
期
成
同
盟
に

結
集
し
て

い

た
全
国
の

民
権
派

は
、

時
を
移
さ
ず
板
垣
退
助
を

党
首
と

す
る

自
由
党
を
結
成
し

た
。

自
由
党
の

発
会
大

会
に

は
、

神
奈
川
か
ら
も
湘
南
社
・

融
貫
社
・

八
王
子
第
十
五
嚶
鳴

社
の

指
導
的
社
員
十
五
名
が

参

神
奈
川
県
下
の

主
な
民
権
結
社
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加
し
、

自
由
党
の

地
方
部
設
立

の

レ

ー
ル

が

敷
か
れ
た
。

そ
れ

ま
で
、

県
内
の

民
権
派
は
、

嚶

鳴
社
や
交
詢
社
の

よ
う
な
、

後

の

改
進
党
に
つ

な
が
る

都
市
民
権
派
と
の

交
流
が
圧
倒
的
に

強
か
っ

た
が
、

自
由
党
の

結
成
を
契
機
に
、

活
発
な
オ
ル

グ
活
動
も
あ

っ

て
、

横
浜
な
ど
一

部
の

都
市
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の

結
社
が
、

自
由
党
に

接
近
し
て

い

っ

た
。

こ

う
し
て
、

明
治
十
五
年
（
一

八
八

二

）
七
月
に

は
、

県
内
の

代
表
的
結
社
で

あ
る

融
貫
社
・

相
愛
社
・

湘
南
社
の

指
導
的
役
員
二

十
二

名
が

自
由
党
に

加
盟
し
、

大
量

入
党
の

口

火
を
切
っ

た
。

以
後
県
下
の

自
由
党
加
盟
者
は
着
実
に

ふ

え
、

明
治
十
七
年
後
半
に

は
そ
の

数
二

百
八
十
八
名
と
い

う
、

一

位
の

秋
田
、

二

位
の

栃
木
に

次
ぐ
全
国
第
三
位
の

党
勢
を
誇
示
す
る
ま
で

に

な
っ

た
。

こ

の

神
奈
川
県
の

党
勢
の

状
況
を
、

あ
る

自
由
党
オ
ル

グ
は
次
の

よ
う
に

報
じ
て

い

る
。

「
山
村
僻
地
ノ

隅
ニ

至
ル

迄
、

党
員
ノ

有
志
者
立
込
テ
結
合
ヲ

計
り
、

…
…
各
郡
ニ

成
立
ス

ル

結
社
員
ハ

頗
ル

開
進
ノ

域
ニ

達
シ
、

之
ヲ

他
府
県
ニ

比
ス

レ

バ

遥
カ
ニ

勝
レ

ル

趣
ナ

リ

」
と
。

と
く
に
、

党
員
の

約
三
分

の

二

を
擁
す
る
三
多
摩
は
、

「
自
由
の

ホ

ー
プ

」
と
い

わ
れ
て
、

西
の

高
知
（
土
佐

）
と
並
ぶ

自
由
党
の
一

大
牙
城
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
て

組
織
さ
れ
た
自
由
党
の

地
方
部
は
、

や
が
て

そ
れ
ぞ
れ
の

内
規
を
も
っ

て
、

南
多
摩
郡
自
由
党
・

北
多
摩
郡
自
由
党
・

愛
甲
郡
自
由
党
・

高
座
郡
自
由
党
と

称
し
た
。

他
の

諸
郡
に

も
自
由
党
員
は

い

る

が
、

（
例
え
ば
横
浜
区
に
は
四

十
三
名
で
、

郡
区
中

最
大
で

あ
る

）
そ
の

組
織
は
不
明
で

あ
る
。

県
下
の

自
由
党
が
こ

の

よ
う
に

郡
単
位
に

組
織
さ
れ
た
の

は
、

そ
の

母
胎
と
な
っ

た

民
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権
結
社
と
の

つ

な
が

り
を
重
視
し
た
た
め

で

あ
ろ
う
。

そ
の

た
め

神
奈
川
県
で

は
、

県
レ

ベ

ル

で

の

地
方
組
織
は
つ

く
ら
れ
ず
、

各

郡
党
が

直
接
、

党
中
央
に
つ

な
が
る
と
い

う
形
態
を
と
っ

た
。

自
由
党
の

結
成
に

お
く
れ
る
こ

と

約
六
か

月
、

明
治
十
六
年
四
月
に
、

大
隅
重
信
を
党
首
と

す
る
改
進
党
が

結
成
さ
れ
た
。

同
党

は

都
市
の

商
工

業
者
や
地
方
の

資
産
家
に

基
盤
を
お
い

て

い

た
た
め
、

県
内
で

は
横
浜
・

八
王

子
が

中
心
で

あ
っ

た
。

そ
の

活
動
は

横
浜
の

顕
猶
社
等
が

母
胎
と

な
っ

て

お
り
、

専
ら
市
民
を
相
手
に

政
談
演
説
会
な
ど
の

啓
蒙
宣
伝
活
動
に

力
を
入
れ
て

い

た
た
め
、

党
勢
は

振
わ
な
か
っ

た
。

初
期
の

党
員
は

十
六
名
に

過
ぎ
な
か
っ

た
が
、

し
か
し

嚶
鳴
社
系
の

高
名
な
人
物
が

多
か
っ

た
。

自
由
・

改
進
の

両
党
は
、

明
治
十
五
年
九
月
の

板
垣
外
遊
の

際
の

渡
航
資
金
の

疑
惑
を
め

ぐ
っ

て

対
立
が
深
ま
り
、

新
聞
・

演
説

等
で

激
し
い

論
戦
を
展
開
し
、

泥
仕
合
に

陥
っ

た
。

こ

の

両
党
の

相
剋
が
、

藩
閥
政
治
に

対
す
る

運
動
を
分
断
し
て
、

ひ
い

て

は
自

由
民
権
運
動
の

敗
北
を
招
く
一

因
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

自
由
党
は
そ
の

後
、

政
府
の

弾
圧
と

懐
柔
を
受
け
、

党
内
の

激
化
グ
ル

ー

プ
に

対
す
る

統
制
を
欠
き
、

明
治
十
七
年
十
月
遂
に

党
を
解
散
し
た
。

大
阪
で

開
か
れ
た
臨
時
大
会
で
、

解
党
決
議
を
読
み
上
げ
た

の

は
、

神
奈
川
出
身
の

党
幹
事
佐
藤
貞
幹
で

あ
っ

た
。

自
由
党
の

解
散
か
ら
一

年
後
の

翌
明
治
十
八
年
（
一

八
八
五

）
十
一

月
、

大
井
憲
太
郎
を
盟
主
と

す
る

旧
自
由
党
員
が
、

ひ

そ

か

に

朝
鮮
に

渡
っ

て

「
朝
鮮
改
革
」
を
図
る
と
い

う
大
阪
事
件
が

発
覚
し
て

世
間
を
驚
か
せ

た
。

こ

の

事
件
は
、

全
国
か
ら
六
十
余
人

に
の

ぼ
る

連
座
者
を
出
す
大
事
件
と
な
っ

た
が
、

神
奈
川
県
か
ら
は
最
も
多
数
の

犠
牲
者
を
出
し
て

注
目
さ
れ
た
。
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松
方
デ
フ

レ

下

の

農
村
不
況

明
治
十
年
（
一

八
七
七

）
の

西
南
戦
争
は
、

維
新
後
の

士
族
叛
乱
に

と
ど
め

を
さ
し
た
が
、

新
政
府
に

と

っ

て

も
後
遺
症
は
大
き
か
っ

た
。

そ
の

最
大
の

も
の

は
、

軍
事
費
調
達
の

た
め
に

膨
張
に

膨
張
を
重
ね
た
通
貨
と
、

財
政
の

整
理
で

あ
っ

た
。

明
治
十
四
年
（
一

八
八
一

）
に

就
任
し
た
大
蔵
卿
松
方
正
義
は
、

こ

れ
を
至
上
の

課
題
と

し

て
、

急
激
な

デ
フ

レ

政
策
を
推
進
し
た
。

そ
の

た
め

翌
年
か
ら

諸
物
価
は
急
速
に

下
落
し
、

金
融
は
逼
迫
し
、

近
代
史
上
に

も
稀
な
不
況
が

到
来

し
た
。

代
表
的
な
農
産
物
で

あ
る

米
と

麦
の
、

県
下
の

下
落
ぶ

り
を
み
る
と
、

明
治
十
三
年
米
一

石
は
十
円
四
十
九
銭
、

麦
四
円
七

十
一

銭
で

あ
っ

た
も
の

が
、

十
七
年
に

は
、

米
五
円
四
十
銭
、

麦
一

円
九
十
四
銭
で

あ
っ

た
。

輸
出
の

花
形
で

あ
る

生
糸
の

相
場
で

す
ら
、

十
三
年
に

は
一

円
当
た
り
十
八
匁
で

あ
っ

た
の

が
、

十
五
年
に

は

六
〇
㌫
の

値
下
り
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て

農
家

は
、

歳
入
の

三
分
の

二

を
失
っ

た
も
同
然
だ
っ

た
。

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

こ

の

不
況
下
に

公
租
公
課
は
か

え
っ

て

増
額
さ
れ
た
。

明
治
十
五
年
政
府
は
、

酒
・

煙
草
な
ど
の

大
増
税
を

行
う
一

方
、

地
方
税
に

つ

い

て

も
地
租
割
の

課
税
限
度
を
地
租
の

五
分
の
一

か
ら
三
分
の
一

に

引
き
上
げ
、

こ

れ
ま
で

国
庫
負
担
で

あ
っ

た
土
木
費
と

府
県
庁
舎
建
築
修
繕
費
な
ど
を
地
方
財
政
に

移
管
し
て
、

住
民
の

負
担
を
強
め
た
。

地
租
は
、

明
治
十
年
の

地
租

改
正
で

二

分
五
厘
に

固
定
さ
れ
た
が
、

そ
の

後
の

物
価
値
下
り
で

は
、

実
質
的
な
増
税
を
意
味
し
た
。

地
租
五
円
を
納
め
る
に

は
、

以
前
は

米
六
斗
で

足
り
た
が
、

米
価
下
落
後
は
、

米
一

石
二
、

三
斗
を
必
要
と

す
る
。

こ

れ
は
以
前
十
石
の

収
穫
が

あ
っ

た
の

に
、

今
年
は
五
石
の

収
穫
で

あ
る
の

に

等
し
く
、

農
民
に

と
っ

て

は

凶
作
と

同
じ
で

あ
る
と
い

わ
れ
た
。

県
下
の

農
村
部
は
、

江
戸
時
代
に

引
き
つ

づ
い

て
、

概
し
て

い

え
ば
畑
作
地
帯
に

属
す
る
が
、

主
産
物
は

米
麦
雑
穀
の

外
に

養
蚕
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